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Abstract

  This study investigated the connection between university students' preferences for physical 
education from elementary to high school and their current exercise habits. Surveys assessing 
students' fondness or aversion to physical education classes during their school years, and their 
current exercise activity stages, were administered to 268 university students (140 males and 128 
females). The results revealed a signifi cant correlation between aversion physical education and 
the pre-contemplation exercise stage, a pattern observed across all school levels. Conversely, a 
link between fondness physical education and the maintenance exercise stage was found only 
during junior and high school years. Although a direct causal relationship was not established, the 
study strongly suggests that enhancing the quality of physical education classes throughout each 
school period is likely to impact the development of lifelong exercise habits.

Preference for physical education from elementary to high school and exercise 
habits at university.
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1．緒言

スポーツ基本法では，「スポーツは，心身の健

康の保持増進にも重要な役割を果たすものであ

り，健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可

欠」という前文が述べられている （文部科学省，

2011）．同様に，厚生労働省が示す健康日本 21 に

も，「身体活動・運動は，生活習慣病の予防のほか，

社会生活機能の維持及び向上並びに生活の質の向

上の観点から重要である．」と記載されている（厚

生労働省，2012）．このように日本では，国を挙

げて運動やスポーツを用いて国民の健康生活の維

持増進を遂行しようとする施策が随所でなされて

きている．

運動習慣が形成・定着されるためには，時間や

施設などの環境条件や，自身が運動に対してもっ

ている印象や必要性など多くの要因が関与してい

る．その中でも，運動に対して好意的な印象をも

つことは運動習慣を形成するうえで重要な要因と

なると指摘されている （入口ほか，1984）．つま

り，運動やスポーツへ好意的な印象をもたせ，運

動嫌いを無くすといった取り組みは，運動習慣を

形成するために重要であると考えられる．また，

青柳ほか（2017）は，小学校期から高校期におけ

る自発的な運動やスポーツ経験（スポーツ少年団

や運動部活動）が，その後の 20 代から 30 代の成

人における体力や身体活動と関連することを報告

しており，学校期における運動経験はその後の運

動習慣や運動との関わり方に大きく影響を与え

る．更に，中高年を対象とした研究では、成人前

のあらゆる運動・スポーツ経験は，その種目の経

験自体ではなく，好意的な印象を介して運動習慣

に影響を与えることも報告されている（鈴木，

2009）．以上のことから，学校期における運動や

スポーツの経験を通して，運動へ好意的な印象を

もたせることは，生涯にわたる運動習慣の形成に

おいて非常に重要な要素であると考えられる．

運動やスポーツの経験が生涯にわたる運動習慣

において重要な意味を持つことについて述べてき

たが，多くの生徒・学生の運動経験の大半の割合

を占めるのが，学校における体育授業である．つ

まり，多くの生徒・学生の生涯にわたる運動習慣

の形成において，体育授業がもつ意味はかなり大

きいといえる．実際に，小学校体育科及び中学

校保健体育科では，平成 20（2008）年度の学習

指導要領目標において，高等学校保健体育科と

同様に「生涯にわたって」という文言が導入さ

れ，その後，小学校では平成 23（2011）年度，

中学校では平成 24（2012）年度に改訂後の指導

要領に則った指導が全面実施された（文部科学省 , 

2008a，2008b）．これにより，学校体育では，小

学校から高等学校までの 12 年間の一貫性を踏ま

えるとともに，生涯にわたり健康を維持できるよ

う，より一層生涯スポーツに携わる素養の育成が

求められるようになった．また，平成 29（2017）

年度の小学校及び中学校学習指導要領改訂と平成

30（2018）年度の高等学校学習指導要領改訂に

おいても，「生涯にわたって健康を保持増進し，

豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を

育成すること」を目標としている （文部科学省，

2017a，2017b，2018）．以上のように，現状の学

校における体育授業は，国の政策という観点から

も，生涯にわたって運動やスポーツに親しむ態度

を育成する枢軸を担っているといえる．しかしな

がら，実際に生涯にわたる運動習慣の形成に体育

授業がどれくらい寄与しているのかについては不

明な点が多い．

2012 年に大学生を対象に行われた調査では，

小学校期から高等学校期までの各学校期の体育授

業への好感度が，現在（大学生）の運動習慣の形

成と関連していることを報告している （重松・西

澤，2015）．ただし，平成 20（2008）年度及び平

成 21（2009）年度の学習指導要領改訂後におい

て，小学校期から高等学校期まで生涯にわたる運

動やスポーツに親しむ態度を育成することを目的

とした，一貫性を踏まえた体育授業を受講した学

生を対象とした調査はない．逆説的ではあるが，

仮に，学習指導要領の改訂によって現在の大学生

の運動習慣の形成に良い影響をもたらしているの

であれば，学校期における体育授業への好感度へ
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等学校期をそれぞれに回答．）

【現在の運動の実施状況について】現在の運動

の実施状況について，最も当てはまるものを選択

してください．また，「定期的」とは，週 2 回以上・

30 分以上とします．（1）現在，定期的に運動を

しており 6 ヵ月以上継続している [ 維持期 ]・（2）

現在，定期的に運動をしているが始めてから 6 ヵ

月以内である [ 実行期 ]・（3） 現在，運動をして

いるが定期的では無い [ 準備期 ]・（4） 現在，運

動をしていないが 6 ヵ月以内に始めようと思って

いる [ 関心期 ]・（5） 現在，運動をしていないし 6 ヵ

月以内に始めるつもりも無い [ 無関心期 ]

アンケートはすべて Microsoft Forms を用いて

行われた．本調査は，生涯スポーツ演習において

対面実技授業が実施される前に調査を行った．調

査時期は令和 5 年 4 月であった．

2-3．選択肢による回答の分析
体育授業好感度に対する回答で「好き」，「やや

好き」と回答したものを好意的群とし，「嫌い」，

「やや嫌い」と回答したものを非好意的群とし

た．授業好感度と運動習慣を検討するため，授

業好感度（2）×現在の運動の実施状況（5）に

ついて χ2 検定により検定した．χ2 検定において

期待値が 5 未満のセルが 20 % 以上ある場合には

フィッシャーの正確確率検定を行った．χ2 検定の

結果，有意差が認められた場合には，残差分析を

用いて，どこに偏りがあるのかを明らかにした．

なお，統計処理には，IBM SPSS Ver. 25.0 を用い，

有意水準はすべて 5 % 未満 とし，算出した調整

済み残差の有意水準は絶対値で1.96以上とした．

3．結果

3-1．対象者の基本属性
370 名からの回答が得られ，回答漏れの無い

2011 年以降に小学校に入学した 268 名（72.4%）

を分析の対象とした．基本属性は表 1 の通りであ

る．

の改善がなされていると予想される．そのため，

まずは指導要領の改訂に伴い指導法が変化した体

育授業の好感度が，運動習慣の形成と関連してい

るのかについて，効果検証を行う必要があると考

えられる．

そこで，本研究は大学生を対象とし，アンケー

トによる過去への振り返り調査という手法を用い

て，各学校期の体育授業への好感度と現在の運動

習慣との関連性を明らかにすることを目的とし

た．

2．方法

2 -1．対象者
本研究は，F 大学における共通教育科目である

生涯スポーツ演習の履修者を対象とした．この授

業の履修者の多くは小学校の入学年次が平成 23

（2011）年度であり，平成 20（2008）年度に改

訂された小学校体育科の学習指導要領目標が全面

実施された時期（2011 年度より全面実施）に，

小学校期を過ごしていた（文部科学省，2008a，

2008b，2009）．そのため，対象者は小学校から高

等学校において，生涯にわたる運動やスポーツに

親しむ態度を育成することを目的においた体育授

業を履修していたと考えられる．アンケート調査

は，著者 4 名が担当するクラスの学生を対象に実

施し，すべての項目に漏れなく回答を行い，2011

年以降に小学校に入学した 268 名を解析の対象と

した．なお，本研究は福岡大学研究倫理委員会の

承認を得て実施した（承認番号：23-03-07）．

2-2．アンケート調査
主な調査内容は，学生の基本的な特性を把握す

るために，これまでの体育授業好感度についての

質問並びに，先行研究を参考に運動の実施状況

（岡，2000）ついて以下の質問を行った．

【授業好感度について】これまでの学校体育に

ついてお伺いします．授業にはどの程度，好感度

を得ていましたか？（1）好き・（2）やや好き・（3）

やや嫌い・（4）嫌い（※小学校期，中学校期，高

− 39 −



（4）

られた（χ2 = 20.83，df = 4，p < .01，表 4）．残差

分析の結果，現在，運動を始める意思がないもの

（無関心期）は，高等学校期の体育に非好意的な

感情を抱いているものが多く，反対に，定期的な

運動を実施しているもの（維持期及び実行期）は

好意的な感情を抱いていたことが明らかとなっ

た．

3-2．各学校期への好感度と運動習慣に
ついて

小学校期の体育授業への好感度と現在の運動実

施状況に関して，回答割合に有意な偏りが認めら

れた（χ2 = 13.78，df = 4，p < .01，表 2）．残差分

析の結果，現在，運動を始める意思がないもの（無

関心期）は，他の群と比較して，小学校期の体育

へ非好意的な感情を抱いているものが多く，反対

に，6 か月以上継続的に運動を実施しているもの

（維持期）は好意的な感情を抱いていたことが明

らかとなった．

中学校期の体育授業への好感度と現在の運動実

施状況に関して，回答割合に有意な偏りが認めら

れた（χ2 = 26.26，df = 4，p < .01，表 3）．残差分

析の結果，現在，運動を始める意思がないもの（無

関心期）は，中学校期の体育に非好意的な感情を

抱いているものが多く，反対に，6 か月以上継続

的に運動を実施しているもの（維持期）は好意的

な感情を抱いていたことが明らかとなった．

高等学校期の体育授業への好感度と現在の運動

実施状況に関して，回答割合に有意な偏りが認め
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先行研究では定期的な運動実施者は小・中・高

の体育授業に不快経験が少ないことが重要とされ

ている（健康・体力づくり事業財団，1995）．更

に一度体育授業に対して非好意的な印象（不快感

やトラウマなど）を有するとその後の体育授業も

非好意的な印象が継続される傾向があることがわ

かっている（重松・西澤，2015）．本研究でもす

べての学校期において体育授業に非好意的な印象

もつものは運動を始めるつもりか無いと回答して

いるものが多く，まずは否定的な感情を抱かせな

い授業を行うことが生涯スポーツの実現において

は重要な課題であるといえる．また，先行研究で

も高等学校期の体育授業の好感度は大学時の運動

の好感度に顕著な影響を及ぼしており（犬飼・久

保，1982），このことが大学時の運動習慣に強く

影響を与えると考察されている．本研究において

は高等学校期の体育授業の好意的な印象は運動習

慣の形成を促進することが確認された．そのた

め，過去の体育授業への好意的な印象が，現在の

体育授業もしくは運動へ好意的な印象を伝播さ

せ，運動習慣の形成を促進する可能性があるので

はないかと考えられる．本研究では先行研究同様

4．考察

本研究では，大学生を対象とし，アンケートに

よる過去への振り返り調査という手法を用いて，

各学校期の体育授業への好感度と現在の運動習慣

との関連性を明らかにすることを目的に検討を

行った．その結果，各学校期に共通して体育授業

に対して非好意的な印象がある場合は，現在運動

をしておらず，近い将来運動を始めるつもりも無

いと回答しているといった傾向がみられた．更

に，体育授業に対して好意的な印象がある場合，

小学校期及び中学校期に好意的な印象をもってい

た学生は，現在，運動を継続的に実施しているも

のが多かった．加えて，高等学校期において，体

育授業に好意的な印象をもっているものは，現

在，運動を継続的では無いが実施している，ある

いは，継続的に実施している，といったように運

動習慣をもっているものが多いことが明らかと

なった（表 2，3，4）．以上のことから，体育授

業への印象は学校期に関わらず，好意的な印象の

場合、運動習慣の形成を促進し，非好意的な印象

の場合、運動習慣の形成を阻害する可能性がある。
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研究の限界として，今回は指導要領改訂後の授
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していく必要があるといえる．また，振り返りに

よる調査ではなく，小学校期から長期にわたり体

育授業の印象と運動実施状況を縦断的に調査する

必要があると考えられる．いずれにせよ，各学校

期でよりよい体育授業を実施し，体育を好きに

なってもらうといった工夫をすることは，生涯に

わたる運動習慣の形成・定着に，良い影響を与え

ることは間違いないといえる．

5．結論

本研究では好意的並びに非好意的な感情のどち

らもが大学生の運動習慣に関与していることが確

認された．具体的には，すべての学校期において

体育授業への非好意的感情は運動習慣の形成を阻

害し，一方で，中学期以降（特に高等学校期にお

いて）の体育授業への好意的感情は，運動習慣の

形成や定着を促進させる．

引用文献
健康・体力づくり事業財団 (1995) 運動・スポー

ツの阻害要因に関する調査研究報告書.
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―泳技術の主観的評価と平泳ぎの泳距離に対する客観的評価について―
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水泳教育の実態調査と指導法改善のための実践研究
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Abstract

  Swimming education at an early age requires a common understanding of teaching methods and contents, but there 
is no common defi nition of being able to swim in the fi rst place. Swimming education in childhood focuses on the 
acquisition of self-preservation skills, mainly water familiarization and basic skills for body control (fl oating, diving, 
and breathing). From childhood to adolescence, the goal is to learn the four swimming events, and the main goal is 
to swim longer in terms of distance and time. However, it is diffi cult to say that college students who have completed 
compulsory education have acquired self-preservation skills and long swim distances.
  The purpose of this study was to investigate the relationship between the subjective evaluation of swimming skills 
and the objective evaluation of swimming ability using a questionnaire survey on swimming education before and 
after swimming lessons and to obtain knowledge for the improvement of swimming lessons in a university, which 
can be the fi nal educational institutions. We quantifi ed the subjective evaluations of 237 swimming students (155 
males and 82 females) on each swimming technique before and after the class and analyzed the relationship between 
the swimming distance of breaststroke for 3 minutes before and after the class.
  The percentage of students who had achieved the achievement goal of the class before the class started was 106 
(44.7%) overall, 81 (52.3%) boys and 25 (30.5%) girls, and after the class, 212 (89.5%) overall, 141 (91.0%) male 
students and 71 (86.6%) female students. A comparison of the questionnaires administered before the class between 
students of different swimming abilities revealed significant differences in the subjective evaluation of all items 
related to swimming skills (p<0.05). In the multiple comparison test (attained group, unachieved group, and scissors 
kick group), significant differences were found between the attained group and the other groups in all the items 
for both males and females (p<0.05). In the fi eld of swimming education, it is necessary to present specifi c basic 
skills for subjective recognition of being able to swim, and self-assessment of "very easy to do" is important for 
basic skills. The contents, methods, and achievement goals of swimming education should be developed based on 
objective fi ndings.

Keywords : University physical education, Swimming education, Evaluation methods,

Investigation of the actual conditions of swimming education and practical 
research for the improvement of teaching methods

-Subjective evaluation of swimming technique and objective evaluation of 
breaststroke swimming distance-
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緒言

水泳は，文部科学省の学習指導要領 3)6)7)11) に主要

科目として記載されており，義務教育期の指導法

や指導内容の共通した理解が必要である．しかし

ながら，実際の指導現場では「泳げる」というこ

とに定義的な共通認識はなく，主に競泳 4 種目の

習得によって距離や時間を基準とした到達目標が

設定されているように見受けられる．昭和期 10) は，

主にクロール，平泳ぎ，逆飛び込みの技能を養い，

持続して泳ぐことを到達目標としており，水泳の

心得を理解させ，日常生活に生かされるようにす

ることを念頭に行われていた．また「遠泳は距離

泳に適した平泳ぎを正しく泳ぐことができる」と

の記載から 9)，遠泳も積極的に取り組まれていたよ

うである．しかしながら，平成期 4)8)12) の学習内容

の変遷，ゆとり教育の導入によるカリキュラム改

正によって体育実技の授業時間が縮小され，徐々

に児童・生徒の運動に対する積極的な取り組みが

薄れているように思われる．コロナ禍におけるス

ポーツ庁の全国体力・運動能力調査 14) では，小学

生と中学生において男女ともに体力の低下が報告

されている．文部科学省は，平成 29 年の学校教育

法施行規則の一部改正と小学校学習指導要領の改

訂 11) により ,「何を目的に学び，何が出来るように

なるのか」を明確化し，学校と社会が共有する教

育課程の実現を目指す方針を提案した．しかしな

がら，幼少期の身体運動に関する習い事の可否が，

体育・スポーツにおける運動能力と身体能力の二

極化，児童・生徒の体力や泳力の低下に影響して

いる可能性は否めない．田場ほか（2017）は 16)，スポー

ツ科学部生の泳力について，成長過程における水

泳の習い事の経験が平泳ぎとクロールの泳力と泳

技術に大きく影響し，義務教育期に行われる体育

の授業だけでは泳技能が身に付かない可能性を言

及している．また，水泳の習い事の未経験者にお

ける平泳ぎの非適合泳法（あおり足）の発生率が

有意に高いことを示唆し，義務教育期の水泳指導

が教員にとって困難な科目であること，熱中症予

防や紫外線などの環境問題，水難事故防止のため

の夏休みプール開放の中止，施設の老朽化に伴う

学内イベントの縮小，これらの様々な要因が児童・

生徒の泳力低下を招いている可能性について詳述

している．また，文部科学省の学校施設の長寿命

化計画策定に係る解説書（2017）には 5)，神奈川県

海老名市の学校プールの廃止例が挙げられ，さら

に千葉県佐倉市の民間スイミングスクール活用の

事例についても記述されている．この事例をもと

に，様々な都道府県（市町村）において，プール

の老朽化に伴う対策として，民間スイミングクラ

ブへの水泳指導の委託が普及しつつあり 13)，義務

教育の水泳指導が様変わりしていることは否めな

い．

このような状況において，大学の水泳教育に関

する報告は，山中ほか（2021a）が 20)，大学水泳の

全国的実態と授業実施の問題点について調査し，

さらに自己保全能力を高めるべく，大学の授業に

おける指導理論（2021b）に関する対話的な情報収

集を試みている 21)．根本ほか（2020）は 15)，大学

体育の水泳の授業で，クロールと平泳ぎを続けて

長く泳ぐことが可能となるプロセスについて言及

し，田場ほか（2021）は 17)，スポーツ科学部生を対

象としたアンケート調査で，基礎泳力と水泳学習

経験の関連性について述べている．水泳の授業に

おいて，根拠に基づいた到達目標の設定と，それ

を達成するための指導内容と，技術要素を定量化

した事例研究について，井口（2021）は 1)，水泳を

履修した学生を対象に，授業前後のクロールと平

泳ぎの 50m タイムの変化と体育実技に関する基礎

調査および泳技術を点数化した泳力評価から，効

果的な指導内容について言及している．川上（2018）

は 2)，義務教育の授業構成や泳力基準のあり方な

ど，体育科目が持つべき役割をもとにした成績評

価，学ぶべき学問の到達目標のあり方，体育科目

の位置付けとしての水泳のあり方を詳述している．

近年，映像を活用したスポーツ技術の可視化，

動画を教育現場に活用するモニター視聴形式の指

導法も普及しているが，多人数に対して行われる

水泳教育では，見本となる技術を実践して一斉的

に行う手法が一般的だと考えられる．最終的な教
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を把握し，最終的な教育機関となりうる大学での

水泳の授業改善のための知見を得ることを目的と

する．

方法

１．調査対象と手続き

本研究の対象者（授業を履修した学生）の属性

を表 1 に示した．福岡大学スポーツ科学部の必修

科目である水泳の授業において，アンケート調査

を実施する際に，調査の目的と内容，個人情報の

保護，情報の公開について説明し，同意が得られ

た学生 237 名（男子 155 名・女子 82 名）について

分析を行った．本研究は福岡大学研究倫理委員会

の承認を得て実施した（承認番号：22-06-05）．

育機関となりうる大学の水泳指導において，のち

に教育職員を目指す学生が「泳げる」ということ

の意義や指導法を学び，水中での浮遊・潜水・呼

吸などの基礎技術を習得して楽に長く泳げること

の趣旨を理解することが，今後の義務教育期の指

導のあり方に繋がる．故に体育・スポーツ系大学

の授業カリキュラムと到達目標を考案するにあ

たって，これまでの経験則に基づいた目標設定の

妥当性についても検討しなければならない．

本研究は，将来的に水泳指導に携わる福岡大

学スポーツ科学部の学生を対象に，水泳の授業前

後にアンケート調査と泳力テストを実施し，学生

の泳技術に対する主観的評価と実際の泳力テスト

の客観的評価により，これまでの経験則に基づい

た本学の水泳の到達目標の妥当性について言及す

る．さらに泳力と泳技術の劣る近況の学生の実態
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後の 4 月と 7 月に実施した．

4．アンケート結果の分析方法

全ての統計解析は，IBM SPSS Statistics ver．22（IBM 

SPSS Japan 社：日本）を用いて実施し，特に泳技術（浮

遊技術，潜水技術，呼吸技術，推進技術，平泳ぎ

技術）の主観的評価の尺度となる 4 件法（1 できな

い，2 少し難しいができる，3 簡単にできる，4 非

常に簡単にできる）の回答項目に着目した．4 月と

7 月の両群のアンケート調査と 4 月に実施した泳力

テストの到達目標に対する 3 群（1 到達群：授業到

達目標に達している，2 未到達群：授業到達目標に

達していない，3 あおり群：平泳ぎのキックができ

ない）の結果について，ノンパラメトリックによ

る対応のある Wilcoxon 符号付順位検定，対応なし

Kruskal-Wallis の H 検定，Mann - Whitney の U 検定（多

重比較検定）を実施し，全ての有意水準は危険率

5% をもって統計的に有意と判断した．

結果

1．授業の到達目標に対する達成度

学生の到達目標に対する達成率を表 4 に示し

た．4 月は 44.7%（男子 52.3%：女子 30.5%）， 7 月は

89.5%（男子 91.0%：女子 86.6%）となり，女子よ

2．アンケートの調査方法および調査内容

本研究の主観的指標となるアンケート調査は，

Google Forms で作成した Web アンケートの QR コー

ドをスマートフォンで読み取らせる方法で授業前

後の 4 月と 7 月に実施した．アンケート内容は，

これまで田場ほか（2020）が実施した調査票を改善

し 17)，記述式・選択式・複数選択式の回答による

計 37 問の質問票（表 2），特に各技術要素に関する

22 項目の 4 件法の内容について分析した（表 3）．

なお，アンケートに回答する技術項目を事前に説

明し、対象者に回答させた．

3．泳力テストの実施方法および実施内容

本授業の実技テストは「時間を基準としたクロー

ル 50m 泳テスト」と「距離を基準とした平泳ぎ 3

分間泳テスト」を，途中で立ち止まることなく泳

ぎ切ることを前提に 50m プールで実施し，クロー

ルの到達目標は，男子 50 秒以内，女子 55 秒以内，

平泳ぎの到達目標は，男子 125m 以上，女子 115m

以上と設定した．また，本研究の客観的指標は，

文部科学省の学習指導要領で「持続して泳ぐこと」

と定義されていることから，平泳ぎ 3 分間泳テス

トの結果とした．泳力テストは 3 コースを使って 3

名ずつ行い，4 名の教員が目視で泳技術（あおり足）

を確認しながら，アンケート調査と同じく授業前
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（Q15 カエル足，Q17 板ありキック，Q18 板なしキッ

ク，Q19 プル，Q20 スイム，Q22 息継ぎ）であった

（p<0.01）．

3．泳力別3群における主観的評価の変化

4 月の泳力テストによる 3 群の各技術項目に対す

る主観的評価の 4 月から 7 月の変化を表 7 に示し

た．男子到達群は 17 項目で有意に高く，5 項目（Q4

背浮き，Q5 クラゲ浮き，Q6 水中じゃんけん，Q8

水中の石拾い，Q12 連続ボビング）に差はなく，

女子到達群は全項目について差はなかった．男子

未到達群は Q14（けのび）以外の全項目が有意に

高く（p<0.05），女子未到達群は潜水技術の全てに

差はなかった．あおり群は男女ともに 3 項目（Q4

背浮き，Q6 水中じゃんけん，Q9 水中の輪くぐり）

に差はなかった．さらに女子は 4 項目（Q2 だるま

浮き，Q3 ラッコ浮き，Q5 クラゲ浮き，Q7 水中の

にらめっこ）男子は 1 項目（Q8 水中の石拾い）も

差はなかった．

りも男子の達成率が高く，あおり群（平泳ぎのキッ

クができない）は全体で 25.3% であった．

4 月に到達目標に達しなかった 2 群（未到達群・

あおり群）の結果を表 5 に示した．男子未到達群

の泳距離は，4 月の 108.5m から 7 月の 126.0m に，

男子あおり群は，4月の75.5mから7月の126.0mに，

女子未到達群は，4月の97.0mから7月の117.0mに，

女子あおり群は、4 月の 73.0m から 7 月の 115.0m

へと，いずれの群も有意な増加を示し（p<0.01），

あおり群の平泳ぎのキック動作も全員が改善され

た．

2．泳力別3群の各技術要素に対する主観的評価

4 月の泳力テストによる 3 群（到達群，未到達群，

あおり群）の多重比較検定（表 6）は，男女ともに

全項目で他群（未到達群とあおり群）に対して到

達群が有意に高かった（p<0.05）．女子の Q7（水中

にらめっこ）は，2 群間（到達群 vs あおり群）で

到達群が有意に高かった（p<0.01）．3 群間で有意に

高かった項目は，男女ともに平泳ぎの技術 6 項目
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る．特に平泳ぎの泳技術の向上に伴い，呼吸を止

めて脱力しながら姿勢を保つ吸気スキルが必要と

なる．根本ほか（2020）は 15)，初心者指導におい

て水中で息を吐くことの難易度について，胸部の

圧迫感に低水温が影響している可能性を示唆して

おり，背浮きを中心とした浮遊感覚の習得と浮遊

中に息を止めない過程が，のちのクロールの泳技

術の向上につながることを報告している．またク

ロールと平泳ぎが何となく泳げるようになった段

階で，プール底での体育座りに加えて，背部や腹

部をプール底につけることができるようになると

述べている．このように，泳技術を高めるために

は，吸気を意識した浮遊技術で脱力した状態を保

つ指導が重要であり，浮遊・潜水・呼吸のバラン

スの取れた技術の習得過程が，自己保全能力習得

から泳ぎの習得に繋がる．

寺本ほか（2017）の「水泳指導＝泳法指導ではな

く，呼吸動作に関わる基礎的技能の習得を徹底す

ることが重要で 19)，義務教育期間の水泳指導が果

たす役割が大きい」の言及に同じく，本研究の浮

遊技術と呼吸技術の項目は「非常に簡単にできる」

との認識が重要である．また水中で感じる恐怖心

の緩和やリラクゼーション指導も，背浮きによる

浮遊技術のアプローチ，呼吸技術の連続ボビング

の有効性，息を吐き切って行われる潜水技術の自

己評価が「非常に簡単にできる」までの認識が重

要である．授業終了時の Q23（水泳が得意ですか）

の質問について，男子到達群が授業前後で有意に

高くなったことは学習効果として評価できる．さ

らに，寺本ほか（2017）は 19)，児童を対象に可泳

距離と泳げると考えている距離について調査し，

可泳距離が 101m 以上の児童らは可泳距離が 100m

以上を泳げると考えているが，可泳距離が 100m 以

下の児童らは 50m 以下でも泳げると考えていると

報告している．本研究の泳距離の劣る群も基礎技

術に対する主観的評価が低いことから，100m 以上

の距離をリラックスして泳ぐためには，基礎技術

について「非常に簡単にできる」と自己評価する

ことが泳げるという認識に影響するものと考えら

れ，基礎的技能の習得について指導をする側とさ

考察

4 月の泳力テストによる 3 群の主観的評価と 3 群

間の多重比較検定から，到達群はどの項目も「非

常に簡単にできる」の認識が高い傾向にあり（表

6），この認識が泳距離に関与している可能性が窺え

る．2 群間（未到達群 vs あおり群）の関係は，男

女ともに推進技術のカエル足と平泳ぎ技術のター

ン以外の 5 項目について未到達群が有意に高かっ

た（表 6）．この結果は，技術の差以上に，全ての

項目に関して技術ができていないという不信感，

技術を習得しなければならない劣等感，これらが

主観的評価に影響しているように見受けられる．

つまり，平泳ぎのキック動作（専門的な技術の習

得）ができていないことが，それ以外の技術要素

について，否定的に自己評価している可能性が考

えられる．しかしながら，大学の水泳指導では，

我流で「泳げる」と認識している学生への技術指

導の方が難易度は高く，水泳の学習経験が少ない

学生への指導がスムーズに行えることもある．つ

まり，技術ができていない状態を主観的に把握し

ていることが技術指導の受容から習得の過程まで

漸進的に移行する．

3 群（到達群，未到達群，あおり群）の授業前後

の主観的評価について，女子到達群は全項目で有

意な差はなかった（表 7）．これは，女子到達群が

非常に高い泳力を有していることから，授業での

技術指導が影響することなく，全ての項目に対し

て「非常に簡単にできる」と認識している可能性

が窺える．しかしながら，男子到達群は 17 項目が

有意に高かった（表 7）．特に 3 項目（Q2 だるま浮

き，Q11 ボビング，Q14 けのび）は，初心者指導で

行う重要な指導項目である．男子は筋量が多く，

身体を浮かせにくい印象があるが，だるま浮きや

ボビング動作の呼気と吸気の調整力によって，浮

遊感覚を主観的に理解できるようになった可能性

が考えられる．水中に潜るための呼気スキルは，

初心者にとって難易度が高く，自己保全能力を身

につける上では重要な技術であるが，泳技術の習

得過程では，吸気を意識した浮遊技術が重要とな
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大学体育における水泳授業によってクロール
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16) 田場昭一郎, 平野雅巳, 松波勝, 佐藤功一, 山口祐

一郎（2017）大学生の水泳教育に関する実態

調査. -福岡大学スポーツ科学部の学生の泳力に

ついて- 福岡大学スポーツ科学研究47（2）：

11-22. 

17) 田場昭一郎, 平野雅巳, 森誠護, 松波勝, 道下竜

馬, 金川悠太（2021）スポーツ科学部生におけ

る基礎泳力と水泳学習経験の関連性. 福岡大学

スポーツ科学研究51（1）：1-9. 

18) 田場昭一郎 ,  道下竜馬 ,  森誠護（2 0 2 0）

「FURIKA」Web授業アンケート調査による授

業の評価と改善について. -スポーツ科学部の実

技科目における授業内容の振返り促進のため

れる側の共通認識が重要である．

結言

水泳の授業は担当教員によって到達目標が設定

されるが，単に評価しやすいという理由で距離や

時間の客観的指標に固執してはならない．長く泳

ぐ技術を身につけるためには，水中での安定した

呼吸法を理解して身体を浮かせる技術を習得し，

主観的かつ客観的に自己評価することが重要であ

る．大学の水泳教育では，泳ぎを身につけるため

の課題を自ら定義し，その課題を解決する過程と

主観的な自己評価が重要となる．日常では体現で

きない水中動作について，どのように工夫すれば

上達できるのか，その取り組みを自身で評価して，

自らのスキルアッププロセスを構築することが記

録の向上に繋がる．その気づきを念頭に，到達目

標を慎重に見直しながら指導プロセスの考案に努

めると同時に，泳技術の主観的評価と泳距離の客

観的評価の関係性に関する縦断的な実態調査が必

要である．
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福岡大学総合体育館におけるEmergency Action Planの作成と現在の問題点

秀　  泰二郎 1），後 藤　恭 輔 2），岩 本　英 明 3），重 森 　　裕 4）

Taijiro HIDE1), Kyosuke GOTO2), Hideaki IWAMOTO3), and Yutaka SHIGEMORI4)

Abstract

  The gymnasium has an aikido hall, a kendo hall, a judo hall, and a training room on the fi rst fl oor, a 
volleyball practice field, a badminton practice field, and a table tennis court on the third floor, and a 
basketball practice fi eld on the fourth fl oor as an exercise facility in Fukuoka University. There is one 
more exercise facility where is adjacent to the gymnasium, and it is a weight lifting practice fi eld on the 
fi rst fl oor of the clubhouse building. There are total 9 exercise-facilities in the gymnasium, however there 
was no existing of a stipulated Emergency Action Plan (EAP) corresponding to a being urgent accident 
or injury, and defi ned guidelines of action were not indicated. Therefore the purpose of this study was to 
contribute to administer safety exercise facilities by reviewing and considering 1) sites of an accident- or 
an injury-occurrence, 2) assigned roles, 3) rescue apparatuses and its installation locations, 4) transfer-
pathways for ambulance crews and distributions of guides, 5) ex-post facto reports, 6) in a case of 
absence of BOC-ATC, and 7) tasks for future, with assuming that an accident or an injury occurs. In this 
study, EAPs for 9 exercise facilities in the gymnasium were presented, and each assigned role and the 
installation locations for the rescue apparatuses were clearly explained at each site of an accident- or an 
injury-occurrence. Moreover the defi ned guidelines of action were presented for managers and coaches 
from each sports team clearly and quickly corresponding to such situation by following the flowchart 
in emergency while BOC-ATC was absent. As the tasks for future, the execution of rehearsal at least 
once a year with assuming an emergency situation, the cooperation with emergency medical services, 
and the necessity of attending a BLS lecture for managers and coaches from each sports team were 
proposed. It must not forget that safe and secure environments for sports were accomplished by each 
personnel involved in athletes recognizing the assigned roles and clearly and quickly corresponding to the 
emergency situation.

Keywords: EAP, Flowchart, Emergency medical services

Emergency Action Plan for Gymnasium at Fukuoka University

研究上の問題提起
福岡大学スポーツ科学研究　第54巻第2号．54−81P（2024.3）
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要約

福岡大学総合体育館は，運動施設として1階に柔道場，剣道場，合気道場，トレーニングルーム，3階にはバレー

ボール練習場，バドミントン練習場，卓球場，4 階にはバスケットボール練習場，そして総合体育館に隣接す

る部室棟 1 階には重量挙練習場があり，合計 9 つの運動施設を有している．しかしながら今まで緊急を要す

る事故や傷害に対応する明文化された Emergency Action Plan (EAP) は作成されておらず，明確な行動指針が示

されていなかった．本研究では総合体育館において発生する可能性が高い事故や傷害を想定し，，1. 事故・傷

害の発生場所，2. 事故・傷害発生時の役割分担，3. 救急用具と設置場所，4. 救急隊員の移動経路と誘導員の配

置，5. 事後報告，6. アスレティックトレーナー（BOC-ATC）が不在の場合，7. 各施設の EAP，そして 8. 今後

の課題，について検討および考察を行い，安全な運動施設の運営に寄与することを目的とした．本研究により，

総合体育館に関する 9 つの室内運動施設の EAP が提示され，事故や傷害の発生現場におけるそれぞれの役割

や救命器具の設置場所が明確となった．また本研究は BOC-ATC の存在の如何に関わらず，緊急時対応フロー

チャートを基に運動部の監督やコーチが，事故や傷害発生時に的確かつ迅速に行動できるための指針となり

うる．今後の課題として，少なくとも 1 年に 1 回の緊急時を想定した予行演習，EAP において重要な役割を

担う救急隊との連携，監督やコーチの BLS 講習受講の必要性が挙げられる．EAP の作成により，予期せぬ事

故や傷害発生時の行動が明確化された．運動選手を中心として全ての関係者各位がそれぞれの役割を認識し，

的確かつ迅速に行動することにより，安心安全な運動環境が構築されることを再認識する必要がある．

キーワード：Emergency Action Plan，フローチャート，救急隊

３つの多目的室，そして 4 階にはバスケットボー

ル練習場を設備されており，そして総合体育館に

隣接する部室棟 1 階には重量挙げ練習場がある．

また総合体育館は以前から備えられていた施設や

設備に加え，新しくトレーニングルームやトレー

ナーズルームなどを有しており，これらの新しい

施設や設備により，学生アスリートのパフォーマ

ンス向上やスポーツ傷害および身体の疲労に対し

てケアが行われる．そして全館には空調設備も整

えられ，季節や天候の影響を受けずに施設利用者

が安全・快適に身体活動が行える環境設備が備え

られている．しかし最新で安全・快適な施設であっ

ても，個々の身体接触や防具・用具を使用する競

技特性などから，利用者が運動やスポーツを行う

以上，常に事故や傷害発生の危険性（高橋・高木 , 

2005; Andersen et al., 2002）が伴う．予期せぬ事故

や傷害発生時，授業中は担当教員が，クラブ活動

はじめに
2018 年，福岡大学創立 30 周年の記念事業とし

て建設された第一記念会堂が，建設から 54 年が

経過し，その役割を終えた．第一記念会堂は，全

学部の大学一年生の必修授業科目である生涯ス

ポーツ演習ⅠおよびⅡの授業が行われていたが，

学生の自主的活動の場である学友会活動（クラブ

活動）においても広く利用されていた．その様な

背景から，福岡大学は，新たな身体活動および教

育の場である福岡大学総合体育館（以下，総合体

育館）を 2017 年 3 月末に建設した．総合体育館

は第一記念会堂で行われていた教育そしてクラブ

活動の場としての役割が継承され，多くの学生に

利用されている．この施設は延床面積 11,063.60

㎡を有し，1 階に柔道場，剣道場，合気道場，トレー

ニングルーム，トレーナーズルーム，3 階にはバ

レーボールコート，バドミントンコート，卓球場，
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福岡大学総合体育館におけるEmergency Action Planの作成と現在の問題点（秀・他）

は，全館配備されているが，各施設内でコントロー

ルはできず，1 階事務室で管理されている．また

総合体育館内への外部からのアクセスは，主に 2

カ所存在するため，事故発生時は基本的に最寄り

の出口を利用し，傷病者を館外へ搬送する．

A. １階施設
1) 柔道場

柔道場は国際基準を満たした 4 面の試合場から

構成されており，主に男子柔道部と女子柔道部が

使用している．柔道場への出入り口は，2カ所（図1. 

A，B）あり，主に出入り口 A 側の 2 試合場を女

子柔道部が，そして出入り口 B 側の 2 試合場を

男子柔道部が使用している．

事故や傷害の発生時には発生場所により最寄り

の出入り口（A，B）を選択し，救急隊のアクセ

ス経路と傷病者の搬送経路を決定する．総合体育

館内へのアクセスは 2 カ所（図 1. II， III）あるた

め，出入り口 A 付近での事故・傷害発生では II

を，そして出入り口 B 付近での事故・傷害発生

では III を使用し，速やかに傷病者を搬送する．

救急隊を誘導する場合などは，総合体育館入り口

II または III ，1 階女性トイレ前（出入り口 II を

使用した場合），そして柔道場出入り口 A または

B に 1 名ずつ誘導員を配置することにより，速や

かな傷病者搬送の実行が可能である．

2) 剣道場

剣道場は通路を挟んで柔道場の対面にあり，柔

道場と同様に剣道場への出入り口は 2 カ所（図 2. 

C， D）ある．また剣道場は主に男女剣道部とな

ぎなた部によって使用されており，曜日や時間に

よってその使用が分けられている．男女剣道部

は時に同時に練習を行うが，その際は出入り口 C

側の道場を女子剣道部が，そして出入り口 D 側

を男子剣道部が主に使用している．

事故・傷害の発生時には発生場所により最寄り

の出入り口（C，D）を選択し，救急隊のアクセ

ス経路と傷病者の搬送経路を決定する．総合体育

館内へのアクセスは，2 カ所（図 2. II，III）ある

中では運動部の監督やコーチがそれぞれ主に対応

することになるが，必ずしも応急手当や救命処置

の知識や技術に精通しているとは限らない．また

応急手当や救命処置に必要な用具や器具の設置場

所およびその使用方法，そして様々な役割分担や

搬送経路を熟知していなければ，それらの対応に

時間を要し，迅速な行動を取ることができない．

総合体育館では数多くの施設が存在するため，各

施設によって設備は様々であり，その対応も異な

る．

緊急を要する事故や傷害に対して的確かつ迅

速に対応するため，現場にいる者の役割（第一

発見者，119 番通報者，AED 運搬者，救急隊の

誘導員，現場を統制する者），各運動施設の最寄

り緊急電話と AED の設置場所，救急用具の設置

場所，緊急時対応フローチャート，救急隊が傷

害発生現場へ到着するまでの経路などを記した

Emergency Action Plan (EAP) と呼ばれる（Andersen 

et al., 2002）緊急対応計画書が存在する．近年，

これら EAP の重要性と必要性が指摘されており

（Andersen et al., 2002），総合体育館でも緊急時の

対応について明文化し，安心安全な運動環境を構

築していく必要性があると考えられる．本研究で

は総合体育館において発生する事故や傷害を想定

し，1. 事故・傷害の発生場所，2. 事故・傷害発生

時の役割分担，3. 救急用具と設置場所，4. 救急隊

員の移動経路と誘導員の配置，5. 事後報告，6. ア

スレティックトレーナー（BOC-ATC）が不在の

場合，7. 各施設の EAP，そして 8. 今後の課題に

ついて検討および考察を行い，安心安全な運動施

設の運営に寄与することを目的とする．

１. 事故・傷害の発生場所の想定
総合体育館では運動施設として 1 階に柔道場，

剣道場，合気道場，トレーニングルーム，3 階に

はバレーボール練習場，バドミントン練習場，卓

球場，4 階にはバスケットボール練習場，そして

総合体育館に隣接する部室棟 1 階には重量挙練習

場があり，これらの施設で事故や傷害の発生が想

定される．総合体育館内の冷暖房などの空調設備
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口は，F（図 4）と隣接トレーナーズルームの 2

カ所ある．

事故発生時の傷病者搬送経路は特に理由がない

限り出入り口 F が総合体育館内出入り口 III（図

4）により近く，スムーズな経路が確保できる．

また出入り口 III は入り組んだ位置にあるため初

めての来訪者には判りにくいため，救急隊を誘導

する場合などは IV（図 4）に誘導員を 1 名配置

させ，救急隊などへ出入り口 III の場所を伝える

必要がある．また事前に出入り口 III に誘導員を

1 名配置し，救急隊が到着した後は速やかに館内

へ入れるように扉を開けておくことよい．

B. 3階施設
3 階施設には，バレーボール練習場，バドミン

トン練習場，卓球場があり，救急隊などの現場到

着にはエレベーター（EV）使用が必須となる．

外部から 3 階に向かうには出入り口 II（図 5）を

使用し，前方左手にある EV にて 3 階へ向かう．

5) バレーボール練習場

バレーボール練習場は出入り口が 2 か所（F，

G）あるが，総合体育館の 3 階に位置するため，

救急隊などの現場到着には EV の使用が必須とな

る．3 階では EV を降車後すぐ左手に出入り口 G

（図 6）が，その後直進して左手に出入り口 F（図

6）があり，バレーボール練習場へ入ることが出

来る．施設内の事故・傷害の発生場所によりいず

れかの出入り口（F，G）を選択し，救急隊のア

クセス経路と傷病者の搬送経路を決定する．

救急隊を誘導する場合などは総合体育館入り口

II ，1 階 EV 前 c（図 5），3 階エレベーター降り口，

そしてバレーボール練習場出入り口 F または G

に 1 名ずつ誘導員を配置することにより，速やか

な傷病者搬送の実行が可能である．

6) バドミントン練習場

バドミントン練習場は出入り口が 2 か所（H，

I）あるが，総合体育館の 3 階に位置するため，

救急隊などの現場到着には EV の使用が必須とな

ため，出入り口 C 付近での事故・傷害発生では

II を，そして出入り口 D 付近での事故・傷害発

生では III を使用することにより迅速な搬送経路

が確保できる．救急隊を誘導する場合などは，総

合体育館入り口 IIまたは III ，1階女性トイレ前（出

入り口 II を使用した場合），そして剣道場出入り

口 C または D に 1 名ずつ誘導員を配置すること

により，速やかな傷病者搬送の実行が可能である．

3) 合気道場

合気道場は主に合気道部が使用しているが，他

には応援指導部チアリーダーも練習場として使用

している．チアリーディングは競技特性として個

人でのジャンプに加え，複数人で行う組体操のよ

うな技（スタンツ・ピラミッド）や複数人で一人

を持ち上げ空中へ投げ放つ技（バスケットトス）

などアクロバティックで危険な動きが多く，重大

な事故や怪我が発生する可能性が高い（Xu et al., 

2021）．

合気道場の出入り口は 1 カ所（図 3. E）しかな

く，救急隊を誘導する場合などは迅速な搬送経路

確保を考えて II（図 3）が最も適している．事前

に総合体育館入り口 II ，1 階女性トイレ前，そし

て合気道場出入り口 E に 1 名ずつ誘導員を配置

することにより，速やかな傷病者搬送の実行が可

能である．

4) トレーニングルーム

トレーニングルームは一般的なトレーニング

ルームに比べ広くはないものの，フリーウエイト

トレーニング（ベンチプレス，スクワット，デッ

ドリフトなど）やマシンウエイトトレーニング

（レッグエクステンション，レッグカール，ラッ

トプルダウン，シーテッドロー），そして有酸素

運動が行えるエアロバイクが備えられており，基

本的なトレーニングが行える施設となっている．

室内空調は他施設同様に 1 階事務室でコントロー

ルされているが，湿気などによるトレーニング機

器・機材の錆や劣化を防止するため，24 時間除

湿が行われている．トレーニングルームの出入り
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バスケットボール練習場へのアクセスは出入り

口 L（図９）が利用でき，総合体育館の 4 階に位

置するため，EV の使用が必須である．4 階では

EV を降車後に左通路を直進し，突き当りを右折

して左手前方にある出入り口 L（図 9）よりバス

ケットボール練習場へ入ることが出来る．

救急隊を誘導する場合などは総合体育館入り口

II，1 階 EV 前 c（図 5），4 階エレベーター乗降口，

そしてバスケットボール練習場出入り口 L に各 1

名ずつ誘導員を配置することにより，速やかな傷

病者搬送の実行が可能である．

D. 総合体育館隣接室内施設
9) 重量挙練習場

重量挙練習場は総合体育館に隣接する部室棟 1

階に位置する．外部からは部室棟出入り口 V（図

10）を経由して出入り口 M を通過し，重量挙練

習場へと入ることができる．

救急隊を誘導する場合などは部室棟出入り口 V

は入り組んだ位置にあるため，IV（図 4）に誘導

員を 1 名配置させ救急隊へ出入り口 V の場所を

伝える必要がある．可能であれば出入り口 V に

も誘導員を 1 名配置し，救急隊が到着した後速や

かに棟内へはいれるよう扉を開けておくことよ

い．

2.  事故・傷害発生時の役割分担
緊急を要する事故や傷害の発生現場では傷病者

の安全確保や医療機関への速やかな搬送，現場の

統制などが重要である．事故・傷害発生時に敏速

な対応を行うためには現場に居合わせた人達がそ

れぞれの役割を理解し，実行する必要がある．

事故・傷害発生時の重要な役割分担は，第一発

見者から始まり，119 番通報者，自動体外式除細

動器（Automated External Defi brillator:AED）およ

び救急用具の運搬者，救急隊の誘導員，現場を統

制する者などが挙げられる．

A. 第一発見者
第一発見者は傷病者の存在に気付き対応する者

る．3 階では EV を降車後に左通路を直進し，右

手に出入り口 I（図 7）が，その後さらに直進し

て右手の出入り口 H（図 7）があり，バドミント

ン練習場へ入ることが出来る．施設内の事故・傷

害の発生場所によりいずれかの出入り口（H，I）

を選択し，救急隊のアクセス経路と傷病者の搬送

経路を決定する．

救急隊を誘導する場合などは総合体育館入り口

II ，1 階 EV 前 c（図 5），3 階エレベーター降り

口，そしてバドミントン練習場出入り口 H また

は I に 1 名ずつ誘導員を配置することにより，速

やかな傷病者搬送の実行が可能である．

7) 卓球場

卓球場は出入り口が 2 か所（J，K）あるが，

総合体育館の 3 階に位置するため，EV の使用が

必須である．3 階では EV を降車後に左通路を直

進し，左手のバレーボール練習場，右手のバドミ

ントン練習場を過ぎた位置左手に，出入り口 K（図

8）が，その後さらに直進して左手に出入り口 J

（図 8）があり，それら出入り口により卓球場へ

入ることが出来る．施設内の事故・傷害の発生場

所によりいずれかの出入り口（J，K）を選択し，

救急隊のアクセス経路と傷病者の搬送経路を決定

する．

救急隊を誘導する場合などは総合体育館入り口

II ，1 階 EV 前 c（図 5），3 階エレベーター降り口，

卓球場出入り口に通じる廊下の曲がり角（e また

は f），そして卓球場出入り口 J または K に各 1

名ずつ誘導員を配置することにより，速やかな傷

病者搬送の実行が可能である．

C. 4階施設
４階施設には，バスケットボール練習場のみが

あり，救急隊などの現場到着には EV の使用が必

須となる．外部から４階に向かうには出入り口 II

（図 5）を使用し，前方左手にある EV にて４階

へ向かう．

8) バスケットボール練習場
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蘇生（CPR）を行う．傷病者の呼吸が確認された

場合は，回復体位を取らせ，救急隊の到着まで引

き続き体調の変化を観察する．第一発見者による

これら一次救命処置は，更なる知識や技術を有す

る者の出現または，救急隊の到着まで行われる．

 B. 119番通報者
第一発見者から協力を依頼された 119 番通報

者は，119 番へ電話をし，通信指令員とコミュニ

ケーションを取って救急隊を要請する．119 番通

報者は，現場の状況，傷病者の状況，そして現場

の位置などを正確に通信指令員へ伝えなければな

らないため，確かなコミュニケーション能力が必

要であり，運動部監督やコーチなどが適任と思

われる．総合体育館では，119 番通報に携帯電話

と，各階に備えられた緊急学内専用電話（図 1，

図 6，図 9，図 10）が利用できる．緊急学内専用

電話は発信元から住所が通知されるが，携帯電話

からの通報では GPS 測位や携帯電話基地局から

の情報により，通報者の現在地が推定される．そ

のため通報者の現在地によっては隣接する地域の

通信指令員へ電話がつながってしまう可能性があ

る事を理解しておく必要がある（総務省消防庁 , 

2015, 2022b, 2023）．しかし現実には，携帯電話の

普及率の高さから，救急や救助に関する全通報数

の 49.7% が携帯電話からの通報となっている（総

務省消防庁 , 2023）．

119 番通報者は緊急連絡の際に通信指令員より

必ず 5 つの情報の提供が求められる．1）通報が

火災または救急のどちらであるか，2）救急自動

車出動依頼の目的地，3）傷病者の症状・状況，

4）傷病者の年齢，5）通報者の氏名と連絡先，で

ある（総務省消防庁 , 2022a）．福岡大学は，様々

な学部棟と運動施設が点在している広大な施設の

ため，救急隊が敏速に到着するためには必ず「総

合体育館」であること，必要に応じて，具体的な

位置関係（「ラグビー場に隣接する建物」や「サッ

カー場から公道を挟んだ反対側にある建物」）な

どを通信指令員へ伝えることが大切である．

を指す．部活動中に発生する緊急を要する事故や

傷害の現場では，監督，コーチ，選手，学生スタッ

フ，アスレティックトレーナーなど様々な人達が

いるが，全ての人が第一発見者となる可能性があ

る．日常の生活において緊急を要する事故や傷病

者に対応する機会は少なく，緊急の場面では混乱

や動揺を招き，傷病者に対して迅速かつ的確な対

応を行うことは困難となる．

緊急の事態が発生した場合には「市民用 BLS

アルゴリズム（一般社団法人　日本蘇生協議会 , 

2021）」などに示される手順を落ち着いて実行す

ることにより，迅速かつ的確な判断と対応が取る

ことができる．このアルゴリズムには，傷病者を

発見した際，まず第一発見者自身の安全を確保す

る事が重要であるとされ，その次に傷病者の周り

に危険がないことを確認する事が示されている．

その後傷病者に接近し，傷病者の意識の確認より

前に，素早く全身の観察を行い，大量出血や骨折

などの異常がないか確認する．傷病者に意識があ

る場合は，安心させた上で症状や痛み，事故や傷

害の発生状況を傷病者へ質問し，同時に全身の観

察を行って状況確認と傷病者への更なる対処につ

なげる．意識がない場合は，周囲への協力依頼

が必須である．まず協力者を求め，119 番通報と

AED を持ってくるよう伝える．その際には，必

ず曖昧な依頼ではなく，「あなたは 119 番通報を

お願いします．」，「あなたは AED を持って来て

下さい．」のように依頼された者が責任を持って

行動でき，役割の重複が起きないように依頼する．

総合体育館では，各階（1 階，3 階，4 階，部

室棟 1 階）に緊急学内専用電話と AED が設置さ

れている（図 1，図 6，図 9，図 10）ため，第一

発見者のみならず施設を利用する全ての人がどこ

にあるのかを理解しておく必要がある．第一発見

者は，119 番通報と AED を依頼した後，10 秒以

内で呼吸の際に起こる胸郭の上下運動を目で確認

し，呼気と吸気を耳で聞き，頬で感じ（「見る・

聞く・感じる」），呼吸の確認を行う．呼吸がない

または呼吸の確認が分からない場合は，呼吸は無

いと判断し，脈拍を確認した上で，ただちに心肺
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合体育館へ導く．各階または各運動施設への分岐

点で的確に救急隊を誘導することができる運動部

生（学生）が適任であると思われる．

 E. 現場を統制する者
重大な事故や傷害が発生した現場では，混乱と

動揺が入り乱れる状態となりうる．傷病者はその

痛みに苦しみ，現場でその状態や経緯を目撃した

他の運動部生は精神的ストレスを受ける可能性が

ある．このような混沌とした状況では，第一発見

者による傷病者への対応，119 番通報者と AED

運搬者への協力要請を迅速かつ正確に行うことが

困難となる．傷病者と第一発見者の周りに一定の

スペースを確保し，他の者を遠ざけ，静かにさせ

る役割を担うのが現場を統制する者である．日頃

より運動部を統括し，適切な練習環境を整えてい

る運動部監督やコーチがこの役割の適任者である

と思われる．

3.  救急用具と設置場所
総合体育館には応急手当などに必要な救急用具

が，1 階講師控室（図 1a）とトレーナーズルーム

に備えられている（図 11-1）．また下肢の傷害に

より歩行が困難な傷病者に対する各種サイズの

松葉杖（図 11-2）や車いす（図 11-3），担架（図

11-4），そして担架取り外し・高さ調節可能スト

レッチャー（図 11-5）が講師控室に備えられてい

るため，必要に応じた救急用具および器具が準備

できる．また捻挫や打撲などの傷害に対し，痛み

と腫れの軽減を目的とした患部の冷却に使用でき

る氷などは講師控室およびトレーナーズルームで

入手することが出来る．特にトレーナーズルーム

には氷の一粒一粒が細かくフレーク状（図 11-6）

になっている氷を製造できる製氷機があり，通常

のキューブアイスでは成し得ない複雑な形状の部

位（手首や足首など）に隙間なく密着したアイ

シングが可能である．また負傷した部位および

全身を冷やすことが出来る Whirlpool（浴槽：図

11-7）がトレーナーズルームに常設しており，熱

中症などにより急速に体温を下げる必要性がある

C. AED運搬者
第一発見者から協力を依頼された AED 運搬者

は，AED の保管場所へ速やかに向かい，それを

持って傷病者の元へ向かう者を指す．本来 AED

の使用は医療従事者に限定されていたが，2004

年 7 月より非医療従事者による使用が認められ

た．それ以降，公共施設など多くの人に利用さ

れる場所へ AED が設置されるようになった（八

戸ほか , 2020; 清水・望月 , 2012; 鮎沢 , 2016）．総

務省消防庁の報告によれば，2020 年度に一般市

民が目撃した傷病者数は 2 万 5,790 名であり，そ

のうち心肺機能停止の傷病者に対して一般市民

が行った除細動実施数は 1,092 名と，2011 年度の

738 名に対して約 1.5 倍であった．また除細動の

実施により一命を取り留めた傷病者のうち，1 か

月後の生存率は 53.2%，除細動を実施されなかっ

た傷病者の 1 か月後の生存率（10.4%）と比べ約 5.1

倍高い生存率となっており，AED の除細動によ

り一命を取り留めた傷病者の 43.9% は 1 ヵ月後

には社会復帰を果たしていると言う報告がある．

しかし AED の運搬，装着，そして実行が速やか

に行われなければその効果も発揮されない．心肺

機能停止から 3 分以内に除細動を実施すれば，約

7 割の人命が救助されると報告（日本循環器学会 

日本 AED 財団 , 2018）されており，AED 運搬者

は総合体育館内における AED の設置場所を確実

に把握している者でなければならない．幸いな事

に総合体育館では各階に AED が設置されている

ため，どの運動施設からでも 3 分以内に AED の

運搬・装着・実行が可能である．そのため AED

運搬者は，迅速に行動でき，総合体育館内の設備

に精通した運動部生（学生）が適任であると思わ

れる．

D. 救急隊の誘導員
救急隊の誘導員は，救急隊が大学構内へ進入

し，傷病者がいる各運動施設へ最短で向かう事を

円滑に行うために，各分岐点に立ち救急隊を誘導

する者を指す．施設内に進入しようとする緊急車

両を即座に見つけ，声や指示によって救急隊を総
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レティックトレーナーが不在であれば，運動部監

督またはコーチが救急自動車に同乗することが望

まれる．傷病者が受診後は，医師の診断を聞き，

可能であれば傷病者自身が，また可能でなければ

同乗者が傷病者保護者へ連絡し，傷病者の診断結

果について伝え，今後の対応について話し合う．

その後，診断結果および今後の対応について傷病

者保護者と話した内容を運動部責任者（監督・コー

チ）に報告し，部活動内で発生した事故・傷害の

対応（授業欠席の有無および保健）について話し

合う．また後日，総合体育館および学生課へ事故・

傷害の経過についての詳細について報告する．傷

病者の学業およびクラブ部活動への復帰を行いや

すくするため，監督－コーチ－選手－保護者－ア

スレティックトレーナーが連携を取り合い傷病者

のバックアップを行っていかなければならない．

また，傷病者の完全復帰後には改めて事故・傷害

に関わった人員およびその関係者の役割分担を再

検討し，再び起こる緊急事態に対して備える必要

がある．

6. アスレティックトレーナー（BOC-
ATC）が不在の場合

総合体育館一階には，トレーナーズルームが設

置されており，BOC-ATC（アメリカアスレティッ

クトレーナー資格認定委員会公認アスレティッ

クトレーナー）の資格を有するアスレティック

トレーナーが 1 名常勤している．BOC-ATC は，

日本ではなじみが少ないが，アメリカ医学会

（AMA）によって準医療従事者として認定され

ている資格である．この BOC-ATC が，トレーナー

ズルームに週 5 日（平常：火－金 :13:00-21:00/ 土 

9:00-17:00・長期休暇：火－土 9:00-17:00）在室

しており，各運動施設で事故や傷害が発生した場

合，BOC-ATC を呼び寄せることが可能である．

また応急処置や更なる処置が必要な場合は，適切

な判断を BOC-ATC に委ねることが出来る．しか

し 1 名での勤務の為，日曜日や月曜日，また勤務

時間外等で BOC-ATC が不在な際に発生した事故

や傷害は，現場にいる監督やコーチなどが対応し

傷病者に対して効果的である．このように総合体

育館には応急手当が行える様々な用具や器具など

が備えられている．傷病者に対して，必要に応じ

た用具や器具を速やかに運搬，使用することが求

められるため，総合体育館内に精通した運動部生

（学生）がこれらを取りに行く者として適任であ

ると思われる．

4.  救急隊員の移動経路と誘導員配置
第一発見者により発見された傷病者の意識や

呼吸が確認されない場合，速やかに 119 番通報と

AED の調達が行われる．119 番通報後に救急隊が

傷病者の元へ来る救急隊の現場到着時間は，福岡

市消防年報（2022b）によればおよそ 8 分 21 秒と

報告されている．しかし年々到着に要する時間が

遅くなっており，実際前年度（2020）に比べ 10

秒程度遅くなっている．一分一秒を争う救急現場

において数秒の遅れも傷病者の生死に大きく関わ

る可能性が高い．そのため総合体育館付近に到着

した緊急車両を速やかに総合体育館の入り口，そ

して傷病者がいる各運動施設へ誘導する必要があ

る．緊急車両は総合体育館前の大野城二丈線（図

12）を経由し，大学構内へ進入してくる．進入口

には車止め（図 11-8）が設置されているため，

誘導員（学生）は速やかに車止めを外し，救急隊

が進入口を間違わないように大野城二丈線上に立

ち（図 12 I）総合体育館へと導く．総合体育館入

り口は，主に二カ所（図 12 II & III ）が利用され，

傷病者がいる運動施設によって最寄りの出入り口

を選択する必要がある．1 階より上の階での傷害

発生では出入り口 II に誘導員（学生）が立ち，

館内左前方の EV 前へと誘導する．

5.  事後報告
緊急車両による傷病者の病院への搬送には必ず

1 名の関係者が同乗しなければならない．同乗者

は大学への報告を始めとして，傷病者保護者への

連絡，そして傷病者を診察・治療した医師とのコ

ミュニケーションが必要とされる．そのため，可

能であればアスレティックトレーナー，またアス
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診が必要ないと判断した場合は，トレーナーズ

ルームにて必要な応急手当を完了したのちに，今

後の競技復帰の判断や，競技復帰へ向けたリハ

ビリテーションなどの方向性を指示する．BOC-

ATC に連絡が取れない場合や不在な場合は，監

督またはコーチ自らが傷病者の呼吸及び意識の確

認を行い，必要に応じて救急隊を要請し，可能な

救急手当を行う．傷病者が正常呼吸で意識が確認

できる場合などは，傷害に対して可能な応急手当

を速やかに行う．しかし，傷病者の状態が不安定

な場合や判断が困難な場合などは，救急医療電

話相談（#7119）または福岡県救急医療情報セン

ター（092-471-0099）へ電話を行い，医療機関運

搬の要否の判断および，利用可能な最寄り病院の

紹介を受け，傷病者への対応にあたる．応急手当

等の対応が必要としない場合や，簡単な手当のみ

で済む傷害と判断した場合は，傷病者本人と相談

した上で，今後の競技復帰を検討する．手当を施

し，傷病者本人とよく相談した上で，当日競技復

帰に不安がある場合などは，後日 BOC-ATC に相

談し，今後の競技復帰の判断や競技復帰へ向けた

リハビリテーションなどについて検討を行う．傷

病者に呼吸や意識が確認できないような緊急の場

合は，まず協力者を募り，119 番通報および AED

を依頼し，救急隊の到着まで心肺蘇生法など可能

な限りの救急手当に全力を尽くす．この緊急時対

応フローチャートは，各運動部の責任者である監

督やコーチが傷病者に対して行うべき内容をまと

めており，有事に迅速かつ正確に対応できるよう

にアシストする．また，現在問題視されている救

急出動件数（総務省消防庁 , 2022a）の抑制のた

めにも，正しい行動を示すことが出来ると期待で

きる．現在，全国的に現場到着所要時間（119 番

通報を通信指令員が受け，救急自動車が現場へ

到着するまでの時間）は年々増加しており，全

国平均では 2020 年では 8.7 分，2021 年では 8.9

分，そして 2020 年では 9.4 分であり，10 年前と

比較して 1.2 分も増加している（総務省消防庁 , 

2022b, 2023）．なお心肺停止時には，処置が 1 分

遅れるたびに傷病者の社会復帰率は 10％程度低

なければならない．

傷病者に対して現場の関係者による応急手当な

どで対応できる場合は問題が無いが，直接関係者

が病院へ連れていくべきかどうか，救急隊要請の

有無の判断，どこの医療施設へ搬送すべきかな

ど，医学的・医療的な知識が必要な場合において

困難な状況が発生する可能がある．このような場

合に役立つのが，福岡県が提供する「救急医療電

話相談窓口」である．福岡県では，#7119（救急

医療電話相談）または 092-471-0099（福岡県救急

医療情報センター）へ電話することで，救急医療

機関で勤めた経験を持つ看護師が対応にあたり，

医療機関受診の必要性の有無などについてアドバ

イスを得ることが出来る．これらの受付時間は年

中無休であり，病院が休みとなっている夜間，日

曜日，そして祝日などに行われる練習や試合など

で発生した事故や傷害などに対しても，その傷病

者の症状に応じた病院（受傷現場：総合体育館の

最寄りであり，症状に対応した急患診療所・セン

ター）が紹介される．

前述のように BOC-ATC が不在の際に発生した

事故や傷害に対しては，現場にいる運動部の責任

者である監督やコーチが対応にあたらなければな

らない．そのような非常時に，迅速かつ正しい

行動がとれるようにまとめた緊急時対応フロー

チャート（図 13）をここに提示する．

緊急時の対応プロセスを示したこのフロー

チャートでは，事故・傷害が発生した後，第一発

見者がすぐに傷病者の状況や症状の確認を行い，

同時に別の者が BOC-ATC を呼びに行く．BOC-

ATC に連絡が取れ，対応が可能な場合は，BOC-

ATC と第一発見者が交代し，BOC-ATC が傷病者

の対応を行う．その際に，傷病者の呼吸及び意識

の確認を行い，必要に応じて救急隊を要請し，

救急隊の到着までに救急手当（CPR/AED/ 止血な

ど）を実施する．傷病者が正常呼吸で意識があっ

た場合などは，BOC-ATC は傷害に対する対応を

行い，必要に応じて傷病者を自らまたは監督コー

チに依頼して医療機関へ運搬し，早急に関係者

（学生課等）への連絡を行う．医療機関への受
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が出来ればより緻密で洗練された EAP となりう

る（Andersen et al., 2002）．

8.  今後の課題
起こりうる事故・傷害を想定した現場におけ

る EAP を適切に実施するには，まずは緊急時対

応フローチャート（図 13）に従った行動が重要

である．しかしながら BOC-ATC が不在の場合に

は，現場にいる監督やコーチが，必要に応じて

119 番通報および AED の依頼をし，救急隊の到

着まで救急手当（CPR/AED/ 止血など）を行う必

要がある．軽症時の緊急時対応フローチャートで

迅速な対応を行うことが可能であっても，傷病者

の呼吸や意識がない様な緊急性を要する場合で

も，軽症時と同様に迅速かつ正確な行動が可能で

あるかは不明である．実際には，緊急性が高い様

な状況であるほど，救助者本人が落ち着いて対応

することは非常に困難である．また日常生活（教

育機関も同様に）において CPR や AED 使用を練

習する機会などはほとんどなく，胸骨圧迫の方法

（回数や速さなど）や AED の使用法について不

安を抱える人は多い（清水・望月 , 2012）．その

ため関係者各位は，日頃からの知識のブラッシュ

アップに加え実技（特に CPR）の練習が大切と

なる．本邦において，一次救命処置（Basic Life 

Support :BLS）の知識と技術を習得できる場所と

して，救急員養成講習と救命講習が挙げられる．

救急員養成講習は日本赤十字社が提供する救急法

を学ぶことが出来る講習会である．この講習を

受講するためには事前に基礎講習（4 時間／ BLS

や AED 等救急法の基礎）を修了している必要が

あるが，講習では急病や怪我の手当，そして搬送

や救護の仕方を学ぶことが出来る．また全課程修

了者に対して受講証が交付され，更に検定試験に

合格すれば赤十字救急法救急員としての認定証

（発行より 3 年間有効）が交付される．一方救命

講習は消防局によって提供されている救急法を学

ぶことが出来る講習会である．消防局では，様々

なコースや講習が設けられており，どのコースや

講習も胸骨圧迫と AED の使用法について学ぶこ

下する．福岡市は，現場到着所要時間が 8 分 11

秒（2020 年）から 8 分 21 秒（2021 年）と，全国

平均と比べて短い時間で緊急車両は現地へ到着し

ているが，それでも 1 年間で 10 秒の遅延が認め

られる（福岡市消防局 , 2022）．緊急車両の現場

到着所要時間が年々増加している主な理由の一つ

として，不必要な 119 番通報が挙げられている．

BOC-ATC が不在時でも，不必要な 119 番通報を

行わない配慮が大切であり，本緊急時対応フロー

チャートを順に追うことで，必要に応じて医療機

関受診の要否などのアドバイスを専門家から得る

ことが可能である．

7.  各施設のEAP
そもそも EAP とは，緊急時に誰がどのように

どんな対応を行うかをあらかじめ取り決めて書き

出しておく計画のことである．本論文では，総合

体育館 9 施設（柔道場，剣道場，合気道場，トレー

ニングルーム，バレーボール練習場，バドミント

ン練習場，卓球場，バスケットボール練習場，重

量挙練習場）で起こりうる事故・傷害を想定した

現場における各人の役割分担，救命器具の設置場

所，救急隊員の移動経路と誘導員の配置，事後報

告の必要性，BOC-ATC が不在の際の現場の対応

などの EAP を図 14―22 に示した．これらは各運

動施設に特化した EAP であって，他の運動施設

に必ずしも適合するものではない．また各運動施

設で指導にあたる監督・コーチ，アスレティック

トレーナー，そして総合体育館事務職員は，本

論文で示した EAP の内容を熟知し，各々の役割

分担を把握するため，最低でも 1 年に 1 度緊急

時を想定した予行演習を行うことが推奨される

（Andersen et al., 2002; Reagan et al., 2018）．予行

練習を行った際には，より良い EAP を構築する

ため，お互いの立場や役割を超えて意見の交流を

行い，必要に応じて内容のアップデートを行うこ

とが大切である．また EAP において重要な役割

を担う救急隊との情報共有と連携を組むことで，

EAP の評価や再検討を依頼するなど，救急・救

命のプロフェッショナルのアドバイスを得ること
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幼児の場合と成人の場合との違いがあるため，受

講者のニーズに合わせた講習を選ぶことが必要で

ある．

スポーツ活動中に胸部（心臓の位置）に外力が

加わり，心停止が起こり（心臓振盪）死亡する

ケースは若年層に多い（輿水 , 2009）．衝撃の強

さではなく，タイミングにより生じるため大学生

であってもその危険性を伴う．緊急時に適切な対

応を行うためにも，指導する監督やコーチは，積

極的に上記講習会の受講を行い，必要に応じて資

格を取得し，安心で安全な運動環境の供給の一端

を担うべきである．

おわりに
福岡大学には今まで総合体育館における EAP

は存在せず，事故や傷害に対する明確な行動指針

が示されていなかった．しかし，約 2 万人の学生

を有する総合大学として，本論文にて明文化した

総合体育館 9 施設の EAP の提示により，万が一

の緊急を要する事故や傷害に対しても的確な判断

と迅速な行動をとることが可能となる．そのため

本施設内で，対応が必要となる傷病者に対して

は，BOC-ATC ならびに総合体育館事務職員は，

総合体育館 9 施設の全ての EAP に対して精通し

ておかなければならない．しかし今回作成した

EAP は総合体育館 9 施設にのみ対応したもので

ある．他の運動施設における EAP は全く違うも

のとなる．また各運動部の監督およびコーチは，

外部からの指導者であっても，使用する運動施設

を熟知し，少なくとも使用する階にある AED と，

緊急学内専用電話の位置を把握しておく必要があ

る．運動選手に係る全ての関係者一人一人が，そ

れぞれの役割を認識し，行動することにより安心

で安全な運動環境が構築されることを忘れてはな

らない．
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